
☆
オ
ー
ル
沖
縄
、
ノ
ー
サ
イ
ド
で

九
月
三
十
日
行
わ
れ
た
沖
縄
県
知
事
選
挙
は
、
新
基
地
建
設
反
対
を
唱
え
る
玉
城
デ
ニ
ー
氏
が

相
手
候
補
に
八
万
票
の
差
を
付
け
て
大
勝
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
と
こ
れ
か

ら
を
訴
え
ま
す
。

際
だ
っ
た
選
挙
運
動
姿
勢

き

わ

◆
政
権
側
が
推
す
佐
喜
真
陣
営
は
、
政
府
有
力
者
、
有
名
人
を
大
量
に
投
入
、
基
地
問
題
に
は
一

切
触
れ
ず
、
候
補
者
が
日
本
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
事
も
言
わ
ず
、
期
日
前
投
票
で
は
投
票

用
紙
を
ス
マ
ホ
で
撮
っ
て
報
告
さ
せ
る
な
ど
、
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
や
り
方
で
選
挙
戦
を
お
し
進

め
ま
し
た
。

◆
一
方
、
玉
城
陣
営
は
、
翁
長
前
知
事
の
遺
志
を
継
ぎ
、
フ
ェ
ア
ー
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な

く
オ
ー
ル
沖
縄
を
前
面
に
出
し
、
政
党
の
応
援
も
極
力
前
面
に
出
さ
ず
、
基
地
問
題
を
真
正
面

か
ら
訴
え
ま
し
た
。
故
翁
長
前
知
事
の
夫
人
は
、
喪
中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遂
に
応
援

の
場
に
姿
を
現
し
て
夫
の
遺
志
と
支
援
を
訴
え
た
の
で
す
。

八
万
票
の
差
は
も
っ
と
大
き
い
の
で
は
な
い
か

◆
一
九
九
七
年
、
名
護
市
の
選
挙
の
時
、
奥
間
政
則
さ
ん
（
今
年
二
月
浜
松
で
の
基
地
問
題
講
演

者
）
は
土
建
会
社
の
社
員
で
し
た
。
会
社
か
ら
基
地
賛
成
の
運
動
に
駆
り
出
さ
れ
た
奥
間
さ
ん

達
は
、
投
票
日
、
肩
身
の
狭
い
思
い
で
居
酒
屋
の
隅
で
テ
レ
ビ
の
選
挙
速
報
を
み
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
基
地
反
対
派
が
勝
利
し
た
と
報
じ
ら
れ
る
と
、
店
に
い
た
客
は
み
ん
な
肩
を
組
ん
で

喜
ん
だ
と
の
事
で
す
。
こ
れ
は
奥
間
さ
ん
が
話
さ
れ
た
事
で
す
。

◆
今
年
二
月
、
基
地
賛
成
候
補
者
を
市
長
に
選
ん
だ
名
護
市
民
。
今
回
基
地
反
対
の
玉
城
氏
に
票

を
投
じ
た
人
が
過
半
数
を
超
え
ま
し
た
。
こ
れ
が
名
護
市
民
の
本
音
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

分
断
を
乗
り
越
え
、
オ
ー
ル
沖
縄
、
ノ
ー
サ
イ
ド
で

◆
沖
縄
の
人
た
ち
は
、
沖
縄
戦
で
捨
て
石
に
さ
れ
、
土
地
を
基
地
に
奪
わ
れ
、
面
積
僅
か
〇
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
の
沖
縄
に
七
〇
％
の
米
軍
基
地
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
苦
難
を
強
い
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
差
別
の
実
態
に
、
基
地
な
ど
要
ら
ぬ
と
い
う
の
が
、
大
多
数
の
本
音
な
の
で
す
。

◆
し
か
し
、
政
権
側
の
飴
（
お
金
）
と
鞭
（
脅
し
、
暴
力
）
で､

県
民
は
分
断
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

選
挙
は
終
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
ノ
ー
サ
イ
ド
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
玉
城
デ
ニ
ー
知
事
の
下
、

県
民
一
丸
と
な
っ
て
、
基
地
の
な
い
平
和
な
沖
縄
作
り
に
邁
進
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

◆
私
た
ち
「
浜
松
市
憲
法
を
守
る
会
」
は
、
こ
れ
か
ら
も
沖
縄
の
人
た
ち
と
思
い
を
一
つ
に
し
て
、

沖
縄
を
支
援
し
て
行
き
ま
す
。

二
〇
一
八
年
十
月
十
四
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
６
２
０
回
目
）

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



日
本
国
憲
法
第
９
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発

動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手

段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。


